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規 則

�愛媛県規則第２号
公衆浴場法施行細則及び旅館業法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

公衆浴場法施行細則及び旅館業法施行細則の一部を改正する規則

（公衆浴場法施行細則の一部改正）

第１条 公衆浴場法施行細則（昭和２３年愛媛県規則第６７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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改 正 後 改 正 前

（水質基準）

第６条 条例第５条第１項第７号の規則で定める水質基準は、次の

とおりとする。

� 省略

� 浴槽水は、次の表の左欄に掲げる事項ごとに同表の右欄に掲

げる方法により行う検査において、同表の中欄に掲げる基準に

適合するものであること。ただし、浴槽水に用いる湯水の性質

により同表の１の項又は２の項に掲げる基準に適合させること

ができない場合であつて、かつ、衛生上危害を生じるおそれが

ないときは、これらの基準によらないことができる。

（水質基準）

第６条 条例第５条第１項第７号の規則で定める水質基準は、次の

とおりとする。

� 省略

� 浴槽水は、次の表の左欄に掲げる事項ごとに同表の右欄に掲

げる方法により行う検査において、同表の中欄に掲げる基準に

適合するものであること。ただし、浴槽水に用いる湯水の性質

により同表の１の項又は２の項に掲げる基準に適合させること

ができない場合であつて、かつ、衛生上危害を生じるおそれが

ないときは、これらの基準によらないことができる。

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 大腸菌 省略 ３ 大腸菌群 省略
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告 示

�愛媛県告示第１２９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり愛媛県市町総合事務組合を組織する地方公共団体

の数の増減及び同組合の規約の変更を許可した。

令和７年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 増減等の内容

� 増減内容

令和７年３月３１日をもって、津島水道企業団を愛媛県市町総

合事務組合から脱退させる。

� 規約の変更事項

上記の増減内容に係る規定の変更

２ 増減等の年月日

� 増減年月日

令和７年４月１日

� 規約の変更年月日

令和７年４月１日

３ 増減等の許可年月日

令和７年２月１８日

�������
�愛媛県告示第１３０号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和７年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３１号
愛媛県がん対策推進計画に定める事業所調査を次のとおり実施す

るので、愛媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）第３条

第２項の規定により告示する。

令和７年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 調査の目的

がん患者の就労継続に向けた県内事業所の状況や取組み、課題

を調査し、県がん対策推進計画に定める本県独自の取組みの一つ

である「がん患者の就労継続に向けた支援の充実」を図るための

検討材料とする

２ 調査対象の範囲

従業者（常時雇用者）１人以上の民営事業所

３ 報告を求める事項

事業所、がん患者の就労状況、就労継続における課題に関する

こと

４ 報告を求める事項の基準となる期間

令和７年３月１０日から令和７年３月３１日までの間

（旅館業法施行細則の一部改正）

第２条 旅館業法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第５０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。

４ 省略 ４ 省略

２ 省略 ２ 省略

改 正 後 改 正 前

（水質基準）

第１０条 旅館業法施行条例（昭和３２年愛媛県条例第４４号。以下「条

例」という。）第４条の表第３の項第３号の規則で定める水質基

準は、次のとおりとする。

� 省略

� 浴槽水は、次の表の左欄に掲げる事項ごとに同表の右欄に掲

げる方法により 行う検査において、同表の中欄に掲げる基準

に適合するものであること。ただし、浴槽水に用いる湯水の性

質により同表の１の項又は２の項に掲げる基準に適合させるこ

とができない場合であつて、かつ、衛生上危害を生じるおそれ

がないときは、これらの基準によらないことができる。

（水質基準）

第１０条 旅館業法施行条例（昭和３２年愛媛県条例第４４号。以下「条

例」という。）第４条の表第３の項第３号の規則で定める水質基

準は、次のとおりとする。

� 省略

� 浴槽水は、次の表の左欄に掲げる事項ごとに同表の右欄に掲

げる方法によって行う検査において、同表の中欄に掲げる基準

に適合するものとする 。ただし、浴槽水に用いる湯水の性

質により同表の１の項又は２の項に掲げる基準に適合させるこ

とができない場合であつて、かつ、衛生上危害を生じるおそれ

がないときは、これらの基準によらないことができる。

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 大腸菌 省略 ３ 大腸菌群 省略

４ 省略 ４ 省略

２ 省略 ２ 省略

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

喜多医師会病院 大洲市東大洲１５６３番地１ 一般社団法人喜
多医師会

令和１０年
２月２６日
まで
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５ 報告を求める者

２の記載から無作為抽出した事業所

６ 報告を求めるために用いる方法

オンライン調査による自計方式

７ 報告を求める期間

令和７年３月１０日から令和７年３月３１日までの間

�������
�愛媛県告示第１３２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並び

に松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和７年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ドラッグコスモス大可賀店

松山市大可賀二丁目６７１番６ 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 横山 英昭

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 横山 英昭

� 大規模小売店舗の新設をする日

令和７年１０月２０日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，２９９平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

５３台

イ 駐輪場の収容台数

１０台

ウ 荷さばき施設の面積

１３１平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１９．４立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

午前９時から午後１０時まで

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

令和７年２月１９日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振

興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦

覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１３３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市計画地区計画

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

令和７年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、大洲都市計画公園事業８・４・１城山公園（大洲市施行）の事

業計画の変更を次のように認可した。

令和７年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

平成１５年６月３日から（県報告示の日）

令和１４年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

愛媛県大洲市大洲字三ノ丸地内

� 使用の部分

なし

�愛媛県告示第１３５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和７年２月２８日
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愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和７年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和７年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和７年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２）第１５７４１号 令和２年
５月１３日 �真建設 大�保雄生 今治市高地町２－甲１８４５

－２
令和７年
１月７日 建築工事業 建設業の廃止

（般－５）第１７１６５号 令和５年
５月２４日 �マルタカ �瀬 勝 今治市朝倉上甲２４４２－５９ 令和７年

１月７日 建築工事業 建設業の廃止

（般－３）第１８７７１号 令和３年
１２月２１日 �ハウジング今治 曽我部淳二 今治市中寺５４６ 令和７年

１月１５日
土木工事業
建築工事業 建設業の廃止

（般－５）第１８２５４号 令和６年
３月２２日 四国中央電機� 守屋 秀周 四国中央市土居町津根２２

２３－１
令和７年
１月３０日 電気工事業 建設業の廃止

（般－３）第１８６９１号 令和３年
７月２９日 ひまり工業 伊藤 隆徳 西条市大町２６２－５ 令和７年

１月３１日

土木工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 後柿之浦線 宇和島市津島町成字バンホトコロ１５５番１１ 令和７年２月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号 大洲市肱川町宇和川３３４９番３

旧 １５．８～２９．６ ０．０３２

新 ２０．７～４６．２ ０．０３２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号 大洲市肱川町宇和川３３４９番３ 令和７年２月２８日
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公 告 監 査 公 表

�公 告

二級建築士試験及び木造建築士試験の施行について

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１３条の規定により、令和７

年二級建築士試験及び木造建築士試験を次のとおり施行する。

なお、試験の実施に関する事務は、公益財団法人建築技術教育普

及センターに行わせる。

令和７年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の施行日時

� 二級建築士試験

ア 学科の試験

令和７年７月６日（日）午前１０時１０分から

午後５時２０分まで

イ 建築設計製図の試験

令和７年９月１４日（日）午前１１時から午後４時まで

� 木造建築士試験

ア 学科の試験

令和７年７月２７日（日）午前１０時１０分から

午後５時２０分まで

イ 建築設計製図の試験

令和７年１０月１２日（日）午前１１時から午後４時まで

２ 試験の場所

� 二級建築士試験

ア 学科の試験

松山市文京町３ 愛媛大学（城北キャンパス）

イ 建築設計製図の試験

松山市文京町３ 愛媛大学（城北キャンパス）

� 木造建築士試験

ア 学科の試験

松山市文京町３ 愛媛大学（城北キャンパス）

イ 建築設計製図の試験

松山市文京町３ 愛媛大学（城北キャンパス）

３ 受験申込手続

令和７年４月１日（火）午前１０時から１４日（月）午後４時まで

の間に、公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページ

（https://www.jaeic.or.jp/）において、必要な事項を入力して申

し込むこと。ただし、インターネットによる受験申込みを行うこ

とができない場合は、同月７日（月）までに同センター本部に申

し出ること。

４ 建築設計製図の課題

令和７年６月１８日（水）（予定）から公益財団法人建築技術教

育普及センターのホームページ（https://www.jaeic.or.jp/）にお

いて公表する。

５ 学科の試験の合格通知

令和７年８月２５日（月）（予定）付けで通知する。

６ 合格発表

令和７年１２月２日（火）（予定）付けの愛媛県報で公告する。

�公表第２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

令和７年２月２８日

愛媛県監査委員 � 田 健 司

同 松 下 行 吉

同 大 石 豪

同 � 石 淳

第１ 監査の基準

愛媛県監査委員監査基準（令和２年４月１日付 愛媛県監査委

員告示第１号）に準拠し実施した。

第２ 監査の種類

地方自治法第１９９条第７項の規定による財政援助団体等の監査

第３ 監査の着眼点

監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る

出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行わ

れているか。

第４ 監査の実施内容

令和５年度における下記の補助金等に係る出納その他の事務に

ついて、下記１１団体に対して監査を実施した。

第５ 監査対象機関と監査の結果

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

学 校 法 人 松 山 学 院 令和６年１１月２７日

学 校 法 人 Ｒ Ｗ Ｆ グ ル ー プ 〃

公益財団法人愛媛県スポーツ協会 〃

公益社団法人愛媛県紙パルプ工業会 〃

学 校 法 人 慶 応 学 園 〃

株 式 会 社 ユ タ カ 〃

宇 和 島 商 工 会 議 所 〃

西 条 市 小 松 町 土 地 改 良 区 〃

大 洲 市 森 林 組 合 〃

公 益 財 団 法 人 愛 媛 の 森 林 基 金 令和６年１２月２０日

松 山 空 港 ビ ル 株 式 会 社 令和６年１２月１７日

（監査の結果）

第１から第４までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の

対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事

務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われており、おおむね良

好であった。

事 業 主 体 補助金等の
名 称 補助対象事業等 補 助 対 象

事 業 費 等 補助金額等

学校法人
松 山 学 院

令和５年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金

松山学院高等学
校の運営費

５８１，
７８４，７９７円

２７３，
６２７，３４０円

学校法人
ＲＷＦグループ

令和５年度
愛媛県私立
専門学校授
業料等減免
事業費補助
金

四国中央医療福
祉総合学院の授
業料等減免措置

１３，
４００，５００円

１３，
４００，５００円
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�公表第３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

令和７年２月２８日

愛媛県監査委員 � 田 健 司

同 松 下 行 吉

同 大 石 豪

同 � 石 淳

第１ 監査の基準

愛媛県監査委員監査基準（令和２年４月１日付 愛媛県監査委

員告示第１号）に準拠し実施した。

第２ 監査の種類

地方自治法第１９９条第７項の規定による財政援助団体等の監査

第３ 監査の着眼点

監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る

出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行わ

れているか。

第４ 監査の実施内容

令和５年度の出資に係る出納その他の事務について、下記７団

体に対して監査を実施した。

第５ 監査対象機関と監査の結果

〃 令和５年度
愛媛県看護
師等養成所
運営費補助
金

四国中央医療福
祉総合学院の看
護師等養成所運
営費

７５，
３０１，３６８円

１６，
５４８，０００円

公益財団法人
愛媛県スポーツ
協会

令和５年度
国民体育大
会派遣事業
費補助金

国民体育大会参
加者の交通費、
宿泊費等

６５，
０３５，７３４円

６５，
０３５，７３４円

〃 令和５年度
愛媛県スポ
ーツ協会機
能強化費補
助金

常務理事及びリ
ーダーの設置に
関する人件費、
福利厚生費

９，
７８６，８９８円

９，
７８６，８９８円

〃 令和５年度
スポーツ医
科学指導者
派遣等事業
費補助金

スポーツ医科学
指導者派遣事業
に要する報償費
及び旅費

６，
３１６，１２５円

６，
３１６，１２５円

〃 令和５年度
国体メディ
カルチェッ
ク支援事業
費補助金

国民体育大会選
手の健康診断受
診料

５，
８５８，７８６円

５，
８５８，７８６円

〃 第４４回国体
四国ブロッ
ク大会開催
費補助金

第４４回国体四国
ブロック大会開
催事業

３，
３００，０００円

３，
３００，０００円

〃 令和５年度
国体予選会
派遣費等補
助金

国体予選会派遣
等事業

２，
９７０，６４５円

２，
９７０，６４５円

公益社団法人
愛媛県紙パルプ
工業会

令和５年度
愛媛県紙産
業資源循環
促進支援事
業費補助金

工業会会員が行
う研究開発・設
備整備に対する
工業会の補助

２８，
０３０，０００円

２８，
０３０，０００円

〃 〃 工業会が行う調
査研究に要する
経費

４，
０９６，０００円

３，
０００，０００円

学校法人
慶 応 学 園

令和５年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金

慶応幼稚園の運
営費

２１９，
０７０，２３５円

８６，
７４８，０００円

〃 令和５年度
愛媛県私立
幼稚園等子
育て総合支
援事業補助
金

慶応幼稚園の預
かり保育、子育
て支援事業等

３，
５１７，５００円

１，
５６０，０００円

株式会社
ユ タ カ

令和５年度
愛媛県産業
ＤＸモデル
創出事業費
補助金

ロボット検査シ
ステム一式

１９，
７５０，０００円

１３，
１６０，０００円

宇和島商工会議
所

令和５年度
小規模事業
経営支援事
業費補助金

地域の小規模事
業者の振興と経
営の安定を図る
経費

４３，
８２７，８４３円

３８，
２８９，６８０円

西条市小松町土
地改良区

令和５年度
農業経営高
度化支援事
業費補助金
（農業経営
高度化促進
事業）

中心経営体への
農地の集積・集
約化を促進する
事業

６２，
５３６，０００円

６２，
５３６，０００円

大洲市森林組合 令和５年度
造林事業補
助金

人工造林・下刈
り、間伐、森林
作業道整備

３６８，
４９２，０３０円

１４７，
３９６，８１２円

〃 令和５年度
自伐林家支
援事業費補
助金

植栽、下刈り、
枝打ち等

３，
１０１，１８０円

３，
１０１，１８０円

〃 令和５年度
未整備森林
再生事業費
補助金

森林作業道改良 １，
４４０，４００円

１，
２８９，６００円

公益財団法人
愛媛の森林基金

令和５年度
造林事業補
助金

下刈り等の森林
整備

２，
６１９，０２０円

１，
３０９，５１０円

〃 令和５年度
未整備森林
再生事業費
補助金

下刈り等の森林
整備

４，
１５４，４００円

１，
２１１，０００円

松山空港ビル株
式会社

令和５年度
松山空港魅
力向上支援
事業費補助
金

松山空港利用者
の安全性、利便
性向上

７，
３４５，０００円

２，
９９８，０００円

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

愛媛エフ・エー・ゼット株式会社 令和６年１２月１７日

松 山 空 港 ビ ル 株 式 会 社 〃

公益財団法人愛媛県スポーツ振興事業
団 〃

南 レ ク 株 式 会 社 令和６年１２月１８日

公 益 財 団 法 人 愛 媛 の 森 林 基 金 令和６年１２月２０日

松山観光港ターミナル株式会社 〃

公益財団法人愛媛県埋蔵文化財センタ
ー 〃

（監査の結果）

第１から第４までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の

対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事

務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われており、おおむね良

好であった。

団 体 名 県 出 捐 額 基 本 金 等

愛媛エフ・エー・ゼッ

ト株式会社

９３６，０００，０００円 設立

平成５年４月３０日

基本金額

３，４２７，０００，０００円
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�公表第４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

令和７年２月２８日

愛媛県監査委員 � 田 健 司

同 松 下 行 吉

同 大 石 豪

同 � 石 淳

第１ 監査の基準

愛媛県監査委員監査基準（令和２年４月１日付 愛媛県監査委

員告示第１号）に準拠し実施した。

第２ 監査の種類

地方自治法第１９９条第７項の規定による財政援助団体等の監査

第３ 監査の着眼点

監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る

出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行わ

れているか。

第４ 監査の実施内容

令和５年度において実施された公の施設の指定管理に係る出納

その他の事務について、下記５団体に対して監査を実施した。

第５ 監査対象機関と監査の結果

�公 告

環境影響評価方法書の縦覧及び説明会の開催について

愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号）第５条第

１項の規定により、次の対象事業について環境影響評価方法書（以

下「方法書」という。）を作成したので、同条例第７条の規定によ

り、次のとおり公告します。

また、同条例第７条の２第２項の規定により、方法書の説明会を

開催することとしたので、併せて公告します。

なお、方法書について、環境の保全の見地からの意見を提出する

ことができます。

令和７年２月２８日

三崎ウィンド・パワー株式会社

代表取締役 岡 垣 啓 司

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 名 称 三崎ウィンド・パワー株式会社

� 代表者 代表取締役 岡垣 啓司

� 所在地 愛媛県西宇和郡伊方町松４２６２番地２

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名 称 （仮称）三崎ウインドパークリプレース事業

� 種 類 風力発電所の設置の工事の事業

� 規 模 総出力 最大３４，４００キロワット

３ 対象事業が実施されるべき区域

愛媛県西宇和郡伊方町

４ 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域

の範囲

愛媛県西宇和郡伊方町

５ 方法書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所

愛媛県県民環境部環境局 環境・ゼロカーボン推進課（愛媛

県松山市一番町四丁目２番（ＮＴＴ愛媛ビル２棟４階））

伊方町役場本庁舎（愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地１）

伊方町役場瀬戸支所（愛媛県西宇和郡伊方町三机乙３００３番地

６）

伊方町役場三崎支所（愛媛県西宇和郡伊方町三崎６９２番地）

松山空港ビル株式会社 ３００，０００，０００円 設立

昭和５３年１１月１日

基本金額

１，１２５，０００，０００円

公益財団法人

愛媛県スポーツ振興事

業団

５００，０００，０００円 設立

昭和４９年１２月２５日

基本金額

７５０，２０３，５４４円

南レク株式会社 １０６，９３３，３３３円 設立

昭和４８年６月１４日

基本金額

４００，０００，０００円

公益財団法人

愛媛の森林基金

４００，０００，０００円 設立

昭和６１年５月１０日

基本金額

１，０５１，１３０，０００円

松山観光港ターミナル

株式会社

２５６，０００，０００円 設立

平成１０年４月２３日

基本金額

５７９，４００，０００円

公益財団法人

愛媛県埋蔵文化財セン

ター

５，０００，０００円 設立

昭和５２年６月９日

基本金額

５，０００，０００円

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

愛媛エフ・エー・ゼット株式会社 令和６年１２月１７日

公益財団法人愛媛県スポーツ振興事業
団 〃

南 レ ク 株 式 会 社 令和６年１２月１８日

株式会社レスパスコーポレーション 令和６年１２月２０日

松山観光港ターミナル株式会社 〃

（監査の結果）

第１から第４までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の

対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事

務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われており、おおむね良

好であった。

公 の 施 設 の
管 理 委 託 団 体 公 の 施 設 の 名 称 委 託 金 額

愛媛エフ・エー・ゼット株
式会社

愛媛国際貿易センター １２９，６８２，０００円

公益財団法人
愛媛県スポーツ振興事業団

愛媛県武道館 １９３，１０２，０００円

南 レ ク 株 式 会 社 南予レクリエーション都市
公園

３６６，３０５，０００円

株式会社
レスパスコーポレーション

愛媛県生涯学習センター及
びえひめ青少年ふれあいセ
ンター

１８３，６３２，０００円

松山観光港ターミナル株式
会社

松山観光港ターミナル ３６，５１８，０００円
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� 縦覧期間

令和７年２月２８日（金）から令和７年３月３１日（月）まで

（土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定する

休日及び閉庁日は除く。）

� 縦覧時間

午前８時３０分から午後５時１５分まで（開庁時間に準ずる）

なお、方法書の電子版は弊社（三崎ウィンド・パワー株式会

社）ホームページ（https://misakiwindpower.com）において、

令和７年２月２８日（金）～３月３１日（月）まで閲覧いただけま

す。

６ 方法書についての意見書の提出期限及び提出先並びにその他意

見書の提出に必要な事項

� 提出期限 令和７年４月１４日（月）まで

� 提 出 先 〒７９６－０８１１

愛媛県西宇和郡伊方町松４２６２番地２

三崎ウィンド・パワー株式会社

電話 ０８０－１０５５－８５８０

� 提出方法 郵送（当日消印有効）又は縦覧場所に設置された

意見書箱への投函による

� 意見書に記載すべき事項

ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他

の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

イ 意見書の提出の対象である方法書に記載された対象事業の

名称

ウ 方法書についての環境の保全の見地からの意見（日本語に

より、意見の理由を含めて記載すること。）

７ 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所

� 日時 令和７年３月１２日（水）１８時より

場所 伊方町串集会所（愛媛県西宇和郡伊方町串５２５番地）

� 日時 令和７年３月１３日（木）１８時より

場所 伊方町与侈集会所（愛媛県西宇和郡伊方町与侈８９３番

地）

� 日時 令和７年３月１４日（金）１８時より

場所 伊方町三崎支所（愛媛県西宇和郡伊方町三崎６９２番地）

令和７年２月２８日 発行


